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(57)【要約】
【課題】前景領域の追跡を行う際に、誤検出された領域
を含んでいるかを判断できるようにする。
【解決手段】動画における前景領域切り出し、および領
域追跡における面積変化時に領域の画像特徴の差分を取
って得られる差分から時間的な差分量を検出し、領域の
面積変化時の誤検出領域を検出することで、誤検出され
た領域を含んだまま、領域追跡を行うと誤検出領域が後
のフレームに伝播され、誤検出領域が拡大される不都合
を防止できるようにする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置であって、
　ユーザ操作により、映像中から基準フレームと終端フレームを指定し、前景切り出し区
間を指定するフレーム指定手段と、
　前記基準フレームに対し、前景として切り出す前景領域を指定する前景領域指定手段と
、
　前後フレーム間において、前記前景領域を追跡する領域追跡手段と、
　前記領域追跡手段による領域追跡前のフレームと領域追跡後のフレームにおける領域面
積の比較を行って前景領域の面積変化量を算出し、前記算出した面積変化量が所定の閾値
以上であるかを判断する面積変化量算出手段と、
　前記面積変化量算出手段の判断結果において、前記面積変化量が所定の閾値より大きい
場合に追跡前後の前景領域の特徴量の差分を算出する特徴量変化算出手段と、
　前記特徴量変化算出手段により算出された差分特徴量が、追跡前後の前景領域以外の領
域に含まれているか検出する特徴量検出手段と、
　前記特徴量検出手段により検出された領域の有無で誤検出領域かどうかを判断する誤検
出領域判断手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記特徴量変化算出手段は、前景領域の色情報の差分を取って色情報の分布を算出する
ことで前記特徴量の差分を算出することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記特徴量変化算出手段は、前景領域のテクスチャ情報の差分を取るとともに、テクス
チャ情報として空間周波数に変換して周波数成分の差分を取り、テクスチャ情報の分布を
算出することで前記特徴量の差分を算出することことを特徴とする請求項１または２に記
載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記特徴量変化算出手段は、前景領域のエッジ部の輝度勾配情報を用いて輝度勾配情報
の差分を取り、勾配情報の分布を算出することで前記特徴量の差分を算出することを特徴
とする請求項１～３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像処理方法であって、
　ユーザ操作により、映像中から基準フレームと終端フレームを指定し、前景切り出し区
間を指定するフレーム指定工程と、
　前記基準フレームに対し、前景として切り出す前景領域を指定する前景領域指定工程と
、
　前後フレーム間において、前記前景領域を追跡する領域追跡工程と、
　前記領域追跡工程における領域追跡前のフレームと領域追跡後のフレームにおける領域
面積の比較を行って前景領域の面積変化量を算出し、前記算出した面積変化量が所定の閾
値以上であるかを判断する面積変化量算出工程と、
　前記面積変化量算出工程の判断結果において、前記面積変化量が所定の閾値より大きい
場合に追跡前後の前景領域の特徴量の差分を算出する特徴量変化算出工程と、
　前記特徴量変化算出工程において算出された差分特徴量が、追跡前後の前景領域以外の
領域に含まれているか検出する特徴量検出工程と、
　前記特徴量検出工程において検出された領域の有無で誤検出領域かどうかを判断する誤
検出領域判断工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　前記特徴量変化算出工程は、前景領域の色情報の差分を取って色情報の分布を算出する
ことで前記特徴量の差分を算出することを特徴とする請求項５に記載の画像処理方法。
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【請求項７】
　前記特徴量変化算出工程は、前景領域のテクスチャ情報の差分を取るとともに、テクス
チャ情報として空間周波数に変換して周波数成分の差分を取り、テクスチャ情報の分布を
算出することで前記特徴量の差分を算出することことを特徴とする請求項５または６に記
載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記特徴量変化算出工程は、前景領域のエッジ部の輝度勾配情報を用いて輝度勾配情報
の差分を取り、勾配情報の分布を算出することで前記特徴量の差分を算出することを特徴
とする請求項５～７の何れか１項に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　画像処理方法の各工程をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　ユーザ操作により、映像中から基準フレームと終端フレームを指定し、前景切り出し区
間を指定するフレーム指定工程と、
　前記基準フレームに対し、前景として切り出す前景領域を指定する前景領域指定工程と
、
　前後フレーム間において、前記前景領域を追跡する領域追跡工程と、
　前記領域追跡工程における領域追跡前のフレームと領域追跡後のフレームにおける領域
面積の比較を行って前景領域の面積変化量を算出し、前記算出した面積変化量が所定の閾
値以上であるかを判断する面積変化量算出工程と、
　前記面積変化量算出工程の判断結果において、前記面積変化量が所定の閾値より大きい
場合に追跡前後の前景領域の特徴量の差分を算出する特徴量変化算出工程と、
　前記特徴量変化算出工程において算出された差分特徴量が、追跡前後の前景領域以外の
領域に含まれているか検出する特徴量検出工程と、
　前記特徴量検出工程において検出された領域の有無で誤検出領域かどうかを判断する誤
検出領域判断工程と、
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置及び画像処理方法に関し、特に、動画における領域切り出し処理
において、領域の誤検出を判断するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭用デジタルビデオカメラの普及に加え、デジタル一眼レフカメラに動画撮影
機能が追加されるなど、デジタル動画を撮影する機器が増加している。また、撮影したま
まの動画を視聴せずに、撮影した動画や静止画等の素材映像を集めて編集し、エフェクト
と呼ばれる映像加工処理を行うことが一般化してきている。
【０００３】
　映像加工処理の１つとして、被写体領域(以後、前景と呼ぶ)の切り出しを行うことによ
り、前景を別の背景に合成する処理が知られている。前景の切り出し処理には、特許文献
１に公開されているようなクロマキーと呼ばれる手法が従来提案されている。
【０００４】
　一方、自然物を背景とした撮影では、特定な色の一様な背景となることは少なく、複雑
な背景となる場合が多いので、領域分割を行うことが必要となる。自然背景における前景
と背景とを分離するには、特許文献２や特許文献３に公開されているような背景差分を用
いることが一般的である。
【０００５】
　一般的な映像撮影においては、前景の写っていない背景を予め撮影することは無く、特
許文献４に公開されているような領域成長法などの方法で領域分割を行う。そして、領域
分割された前景領域を追跡する方法を用いることで、動画像から前景領域の切り出しを行
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うことを可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９８７５１号公報
【特許文献２】特開２００６－５９２５２号公報
【特許文献３】特開２００２－２５２８４９号公報
【特許文献４】特開２００４－３０２８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術を用いて前景領域を追跡する際に、前景領域の輪郭部分と背景
部分とに同じ色情報やテクスチャ情報がある場合には、誤検出する場合がある。そして、
誤検出された領域を含んだまま、領域追跡を行うと誤検出領域が後のフレームに伝播され
、誤検出領域が拡大される不都合があった。
　本発明は前述の問題点に鑑み、前景領域の追跡を行う際に、誤検出された領域を含んで
いるか否かを判断できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の画像処理装置は、画像処理装置であって、ユーザ操作により、映像中から基準
フレームと終端フレームを指定し、前景切り出し区間を指定するフレーム指定手段と、前
記基準フレームに対し、前景として切り出す前景領域を指定する前景領域指定手段と、前
後フレーム間において、前記前景領域を追跡する領域追跡手段と、前記領域追跡手段によ
る領域追跡前のフレームと領域追跡後のフレームにおける領域面積の比較を行って前景領
域の面積変化量を算出し、前記算出した面積変化量が所定の閾値以上であるかを判断する
面積変化量算出手段と、前記面積変化量算出手段の判断結果において、前記面積変化量が
所定の閾値より大きい場合に追跡前後の前景領域の特徴量の差分を算出する特徴量変化算
出手段と、前記特徴量変化算出手段により算出された差分特徴量が、追跡前後の前景領域
以外の領域に含まれているか検出する特徴量検出手段と、前記特徴量検出手段により検出
された領域の有無で誤検出領域かどうかを判断する誤検出領域判断手段とを有することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、動画における領域切り出し処理において、誤検出領域の有無を判断す
ることが可能となり、誤検出領域の伝播による更なる誤検出領域の拡大を防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態の画像処理装置の概略構成を示したブロック図である。
【図２】本実施形態におけるビデオカメラの外観を示す図である。
【図３】本実施形態における画像処理装置のモード遷移を示すフローチャートである。
【図４】本実施形態における処理全体の流れを示すフローチャートである。
【図５】本実施形態における前景領域を設定する処理を示すフローチャートである。
【図６】本実施形態における前景領域の追跡を行う処理を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態における変化領域の色情報取得処理を示すフローチャートである。
【図８】本実施形態における編集画面の一例を示す図である。
【図９】誤検出領域の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
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　以下、図面を用いて本発明の実施形態を具体的に説明する。
　図１は、本実施形態の画像処理装置１００の概略構成を示したブロック図である。
　撮像部１０１は、ズームレンズ、フォーカスレンズ、ぶれ補正レンズ、絞り、シャッタ
ー、光学ローパスフィルタ、ｉＲカットフィルタ、カラーフィルタ、及びＣＭＯＳやＣＣ
Ｄなどのセンサーなどから構成され、被写体の光量を検知する機能を有している。
【００１２】
　撮像データ入力部１０２は、被写体の光量をデジタル値に変換する。信号処理部１０３
は、撮像データ入力部１０２により変換されたデジタル値にデモザイキング処理、ホワイ
トバランス処理、ガンマ処理などを行い、デジタル画像を生成する。表示インターフェー
ス１０４は、信号処理部１０３から出力されるデジタル画像を表示部１１３へ転送する。
【００１３】
　エンコーダ部１０５は、信号処理部１０３から出力されるデジタル画像をＪＰＥＧ、Ｍ
ＰＥＧ、Ｈ．２６４などのファイルフォーマットに変換する処理を行う。メディアインタ
ーフェース１０６は、画像処理装置１００をＰＣやその他メディア（例えば、ハードディ
スク、メモリーカード、ＣＦカード、ＳＤカード、ＵＳＢメモリ）につなぐためのインタ
ーフェースである。
【００１４】
　ＣＰＵ１０７は、各構成の処理全てに関わり、ＲＯＭ１０８やＲＡＭ１０９に格納され
た命令を順に読み込んで解釈し、その結果に従って各種の処理を実行する。また、ＲＯＭ
１０８とＲＡＭ１０９は、その処理に必要なプログラム、データ、作業領域などをＣＰＵ
１０７に提供する。
【００１５】
　撮像系制御部１１０は、フォーカスを合わせる、シャッターを開く、絞りを調節するな
どの、ＣＰＵ１０７から指示された撮像系の制御を行う。操作部１１１は、ボタンやモー
ドダイヤルなどが該当し、これらのボタンやモードダイヤルなどが操作されることにより
入力されたユーザ指示を出力する。ユーザは、レンズのズームなどの指示を、操作部１１
１を介して行うことができる。
【００１６】
　キャラクタジェネレータ１１２は、文字やグラフィックなどを生成する。表示部１１３
は、一般的には液晶ディスプレイが広く用いられており、キャラクタジェネレータ１１２
や表示インターフェース１０４から受け取った撮影画像や文字の表示を行う。また、タッ
チスクリーン機能を有していてもよく、その場合は、ユーザ指示を操作部１１１の入力と
して扱うことも可能である。なお、装置の構成要素は上記以外にも存在するが、本発明の
主眼ではないので、説明を省略する。
【００１７】
　本実施形態では、画像処理装置１００の一形態として、ビデオカメラ２００を例にとっ
て説明する。
　図２は、本実施形態におけるビデオカメラ２００の外観を示す図である。
　ボタン２０１は、撮影開始・終了を指示するためのボタンであり、図１の画像処理装置
１００における操作部１１１である。
【００１８】
　撮影が行われていない状態でボタン２０１が押下されると、映像の撮影を開始する。ま
た、撮影が行われている状態でボタン２０１が押下されると、撮影を終了する。ディスプ
レイ２０２は、各種情報を表示するためのディスプレイである。図１における表示部１１
３である。撮影中の映像に加え、文字やグラフィックなどを表示することができる。また
、ディスプレイ２０２は、画面を触ることにより、操作部１１１として機能することがで
きる。
【００１９】
　モード切り替スイッチ２０３は、ビデオカメラ２００が撮影する状態（モード）と、撮
影済の映像を再生、編集する状態（モード）とを切り替えるスイッチである。ビデオカメ
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ラ２００のモード遷移については、図３のフローチャートを用いて説明する。
【００２０】
　図３のフローチャートに示す処理は、ビデオカメラ２００において、例えば、電源起動
などの操作があった場合に、ＣＰＵ１０７の制御により開始される。なお、このフローチ
ャートには明記していないが電源を遮断した場合は、処理がどの状態であっても終了処理
（エンド）に遷移する。
【００２１】
　処理が開始されると、まず、Ｓ３０１において、カメラのモードを判別し、撮影モード
である場合にはＳ３０２に移行し、再生・編集モードの場合にはＳ３０６に移行する。ま
た、あるモードで動作している場合であっても、モード切り替スイッチ２０３が変更され
た場合には、もう一方のモードに変更する。
【００２２】
　Ｓ３０２においては、撮影ボタンが押されたか判断し、押された場合にはＳ３０３に移
行し、押されていない場合には押されるまで待機状態となる。
　Ｓ３０３においては、撮像系制御部１１０を制御し、撮影処理を行う。
　Ｓ３０４においては、撮像データ入力部１０２に入力されたデータが信号処理部１０３
で処理され、エンコーダ部１０５でエンコードされた映像データについて、メディアイン
ターフェース１０６を通し、メディアに記録する処理が行われる。
【００２３】
　Ｓ３０５においては、撮影終了の操作を監視し、終了指示が来た場合に撮影処理ならび
に記録処理を終了し、フローチャートの処理を終了する。一方、終了指示が無い場合には
、撮影処理および記録処理を継続するため、Ｓ３０３に移行する。以上が撮影モードに関
する処理の説明である。次に再生、編集モードについて説明する。
【００２４】
　Ｓ３０１において、再生、編集モードと判別した場合には、Ｓ３０６に移行する。Ｓ３
０６においては、撮影済の映像の一覧から再生、編集したい映像データ(コンテンツ)をユ
ーザの指示に応じて選択する。
【００２５】
　Ｓ３０７においては、選択された映像データを再生するか、編集するかをユーザの指示
に応じて判断し、再生する場合にはＳ３０８に移行し、編集する場合にはＳ３１０に移行
する。
　Ｓ３０８においては、選択された映像データを再生し、表示インターフェース１０４を
介して表示部１１３に表示する。また、メディアインターフェースを通じて外部の表示器
（図示せず）に出力してもよい。
【００２６】
　Ｓ３０９においては、再生終了指示を監視し、終了指示が無い場合には、終了指示があ
るまで、もしくは映像データの終了となるまで再生処理を継続する。そして、終了指示が
あると再生処理を終了し、終了処理に移行する。
【００２７】
　一方、Ｓ３０７の判断において、映像データを編集する処理が選択されている場合には
Ｓ３１０に進む。Ｓ３１０においては、行う編集処理が前景領域の切り出し処理か否かを
判断する。切り出し処理である場合にはＳ３１１に移行し、その他の編集処理である場合
にはＳ３１２に移行する。Ｓ３１１においては、前景領域の切り出し処理を行う。処理の
詳細については図４を用いて、後述する。
【００２８】
　Ｓ３１２においては、切り出し処理以外のその他の編集処理を実施する。その他の編集
処理の詳細に関する説明は省略する。
　Ｓ３１３においては、編集処理の終了指示を監視し、終了指示がある場合は編集処理を
終了する。また、映像データが最終フレームまで到達した場合にも編集処理を終了する。
一方、終了指示が無い場合には、Ｓ３１０に戻って編集処理を引き続き行う。以上で、カ
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メラモードの遷移の説明を終了する。
【００２９】
　図４は、本実施形態における前景領域の切り出し処理に関するアルゴリズムを説明する
フローチャートである。
　本実施形態においては、ユーザ操作に応じて、映像中から基準フレームと終端フレーム
を指定し、前景切り出し区間を指定するフレーム指定処理と、指定された基準フレームに
対し、前景として切り出す領域を指定する前景領域指定処理とを行う。
　まず、Ｓ４０１において、映像データから前景領域の切り出しを行うための基準となる
フレームを指定して、指定したフレームから切り出したい前景領域の入力処理を行う。画
面上の前景の領域を選択する処理の詳細については、図５のフローチャートを用いて後述
する。
　Ｓ４０２においては、切り出された前景領域について、次のフレームに対し領域追跡処
理を行う。領域追跡処理の詳細については、図６のフローチャートを用いて後述する。
【００３０】
　Ｓ４０３においては、領域追跡前のフレームと領域追跡後のフレームにおける領域面積
の比較を行い、切り出し領域の画素数の差分を取り、面積変化量を取得する。
　Ｓ４０４においては、Ｓ４０３において取得した面積変化量が所定の閾値より大きいか
否かを判断する面積変化量算出処理を行う。閾値の算出に関しては、例えば、前景領域の
面積に対する割合を設定して行う。Ｓ４０４の判断結果において、大きい場合にはＳ４０
５に移行する。
【００３１】
　Ｓ４０５においては、面積変化領域の特徴量を解析し、領域追跡前後の前景領域の特徴
量の差分を算出する特徴量変化算出処理を行う。この算出処理の詳細は、図７のフローチ
ャートを用いて、後述する。なお、特徴量とは例えば、色情報、テクスチャ情報、エッジ
部の輝度勾配情報のことであり、本実施形態では色情報を用いて説明する。
【００３２】
　Ｓ４０６においては、面積変化する前のフレームにおける前景領域以外の領域に、Ｓ４
０５で得られた面積変化領域の差分特徴量が存在するか検出する特徴量検出処理を行う。
　Ｓ４０７においては、前景領域以外に特徴量が存在していないか判断する処理を行う。
この判断処理の結果、存在しない場合には、前景領域の誤検出の可能性が無いとし、Ｓ４
０８に移行する。一方、存在する場合には、前景領域には誤検出した領域が存在する可能
性があるとし、Ｓ４０９に移行する。
【００３３】
　一方、Ｓ４０４の判断の結果、面積変化量が所定の閾値より小さい場合にはＳ４１０に
移行する。Ｓ４１０では、現在の追跡対象を基準フレームと設定し、更に次のフレームを
検索対象とする、切り出し処理を移行する処理を行う。その後、Ｓ４０８に移行する。
【００３４】
　Ｓ４０８においては、前景領域の出力を行う。その後、Ｓ４１１に移行する。Ｓ４１１
においては、追跡対象フレームの次のフレームが、追跡対象期間に含まれているか否か、
すなわち、所定の期間外であるか否かを判断する。この判断の結果、所定の期間外であれ
ば切り出し処理を終了する。すなわち、所定の期間内であればＳ４０２に移行し、次のフ
レームを追跡対象にする。
【００３５】
　Ｓ４０９においては、追跡処理を検出フレームで中止し、誤検出した領域の表示処理を
行う。本実施形態においては、誤検出された可能性がある領域を明示的に判別できるよう
にするために、キャラクタジェネレータ１１２にて色が異なるマスクを表示させるように
している（図９（ｊ）を参照）。領域を明示的に表示する手段については、他の領域との
相違を判別できればよく、方法を限定するものではない。
　以上が前景切り出し処理全体のアルゴリズムの説明であり、以下では、各処理の詳細を
説明する。
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【００３６】
　次に、図５のフローチャートを用いて、前景領域の指定に関する処理手順を説明する。
　まず、Ｓ５０１においては、映像から指定した基準フレームに対し、切り出したい前景
領域に対し、ユーザ操作により、点または線で指定する。具体的には、映像中から基準フ
レームと終端フレームを指定し、前景切り出し区間を指定するフレーム指定処理と、基準
フレームに対し、前景として切り出す領域を指定する前景領域指定処理とを行う。
　Ｓ５０２においては、領域成長法を用いて、ユーザにより指定された点から同じ特徴量
の領域を拡大する処理を実行する。
　Ｓ５０３においては、他の特徴量の領域指定点があるかを判断し、他の領域指定点があ
る場合にはＳ５０２に移行して前述の処理を実行する。一方、他の領域指定点が無い場合
には、Ｓ５０４に移行する。
　Ｓ５０４においては、特徴量毎の複数の領域を連結させて合計し、一つの前景切り出し
領域として設定する。
　以上が、前景領域の指定に関するアルゴリズムを図式化したフローチャートである。
【００３７】
　次に、図６のフローチャートを用いて、前後フレーム間において、前景領域を追跡する
領域追跡処理のアルゴリズムを説明する。
　まず、Ｓ６０１においては、切り出した前景の領域から特徴量(本実施形態では色情報)
毎にクラスタリング処理を行って領域を分割する。
【００３８】
　Ｓ６０２においては、分割した領域に対し、分割領域毎に画素の重心となる座標を算出
し、算出した重心座標に対し、特徴量を対応させる。
　Ｓ６０３においては、Ｓ６０２で求めた重心の座標情報を次フレームとなる追跡対象フ
レームに対して反映させ、その近傍の画素に対して、特徴量の画素があるか基準の重心に
対応する領域を探索する。
【００３９】
　Ｓ６０４においては、対応点に対し、図５の処理と同様に領域成長法を用いて、対応点
を中心に同じ特徴量の領域を拡大させる。同様に、他の分割領域に対して処理を行い、分
割された領域を連結させる。
　以上で領域追跡処理についての説明を終了する。
【００４０】
　次に、図７のフローチャートを用いて、追跡された前景領域が面積変化した場合の領域
について、誤検出された領域であるかどうかを判断する処理手順の一例について説明する
。
　まず、Ｓ７０１においては、閾値以上となった前景領域の面積変化量を取得する。
　Ｓ７０２においては、変化前の前景領域と変化後の前景領域に対し、色ヒストグラムを
取得する。Ｓ７０３においては、取得した２つのヒストグラムの差分を取り、差分の絶対
値を取得する。Ｓ７０４においては、取得されたヒストグラムの差分値の分布、すなわち
色の分布を算出する。
【００４１】
　Ｓ７０５においては、算出された色の分布に偏りがあるか、一様であるかを判断する。
この判断の結果、一様である場合は領域の拡大・縮小であると判断し、誤検出の可能性が
低いとして、Ｓ７１０に移行する。一方、色の分布に偏りがある場合にはＳ７０６に移行
する。
【００４２】
　Ｓ７０６においては、分布に偏りがあった色の領域情報を取得する。Ｓ７０７において
は、Ｓ７０６で取得した色の領域情報を面積変化時に少ないフレームの前景領域外に存在
するか探索して検出する。
【００４３】
　Ｓ７０８においては、Ｓ７０７での検出処理の結果について、存在の有無を判断して、
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誤検出領域かどうかを判断する誤検出領域判断処理を行う。この判断の結果、存在する場
合にはＳ７０９に移行し、存在しない場合にＳ７１０に移行する。
【００４４】
　Ｓ７０９においては、誤検出した領域の可能性があるとの判断に基く処理を行う。一方
、Ｓ７１０においては、誤検出した領域の可能性はなしとする判断に基く処理を行う。Ｓ
７０９、またはＳ７１０の処理を終了したらＳ７１１に移行する。Ｓ７１１においては、
誤検出の有無を情報として出力する。
　以上で、面積変化量と特徴量の変化から誤検出の可能性があるかどうかを判断する処理
のフローチャートの説明を終了する。
【００４５】
　なお、本実施形態では、動画を撮影するビデオカメラ２００の例を用いて説明したが、
動画を撮影するデジタルカメラやカメラ付き携帯電話など動画を撮影できる機器を用いて
実現しても同様の効果を得ることができる。また、切り出し処理に関しては、撮影機器に
限定されることなく撮影データをコンピュータに取り込み、図８のようなコンピュータの
アプリケーションソフトの機能として実装してもよい。
【００４６】
　図８において、（ａ）は編集画面の例を示す図であり、（ｂ）は領域切り出し区間の例
を示す図である。
　図８（ａ）に示すように、映像編集ウィンドウ８０１にはプレビュー画面８０２、映像
選択画面８０３、タイムライン編集画面８０４、編集対象フレーム設定部８０５が設けら
れている。図８（ａ）の例では、映像選択画面８０３に映像１～４が表示され、映像１が
編集対象として選択されている。また、タイムライン編集画面８０４にはタイムライン、
ビデオ、オーディオが編集可能に表示されている。また、図８（ｂ）に示すように、基準
８０６から所定の被写体切り出し期間８０８において、修正箇所８０７が表示されている
。
【００４７】
　図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は原画像を示し、領域追跡処理を行う時間順は（ａ）→（
ｃ）である。これらの原画像（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に対し、領域追跡処理を施した結果
が図９（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）で示す領域追跡画像である。そして、これらの領域追跡画
像（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）に領域抽出処理を施した結果が、図９（ｇ）、（ｈ）、（ｉ）
に示す領域抽出画像である。この画像から明らかなように、領域抽出画像（ｉ）において
、誤検出が生じている。図９（ｊ）に誤検出領域の表示の例を示す。
【００４８】
　なお、動画とは単一ファイルとなる映像フォーマットだけでなく、時間的に連続してい
る静止画の集合であってもよい。また、前述した実施形態においては、面積変化領域に関
する前景か背景かの判別手段に画像の特徴量の算出に色情報を用いたが、領域のテクスチ
ャ情報を用いてもよい。テクスチャの算出には、空間周波数変換を行い、周波数成分の分
布からテクスチャの類似性を求めることができる。空間周波数への変換処理に一般的な画
像保存形式で用いるＪＰＥＧやＭＰＥＧで用いるＤＣＴ圧縮の情報を用いてもよい。
【００４９】
　また、特徴量として輪郭(エッジ)の情報を用いてもよく、画素の輝度値の勾配を用いる
ようにしてもよい。さらに、特徴量の算出に関しては、色、テクスチャ、勾配と個別に使
用するだけでなく、組み合わせて用いてもよい。
　以上説明した処理制御を行うことで、図９のように、前景領域を切り出し、領域追跡を
行った際の領域拡縮が発生した際の誤検出か否かを判別することが可能となる。
【００５０】
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワーク又は
各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そ
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して、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラム
を読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５１】
　１００　画像処理装置、１０１　撮像部、１０２　撮像データ入力部、１０３　信号処
理部、１０４　表示インターフェース、１０５　エンコーダ部、１０６　メディアインタ
ーフェース、１０７　ＣＰＵ、１０８　ＲＯＭ、１０９　ＲＡＭ、１１０　撮像系制御部
、１１１　操作部、１１２　キャラクタジェネレータ、１１３　表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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